
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
家
畜
等
の
移
動
等
を
禁
止
す
る
件

一

○
家
畜
集
合
施
設
の
開
催
、
と
畜
場
及
び
化
製
場
の
事
業
並
び
に
家
畜
の
放
牧
を

制
限
す
る
件

一

○
家
畜
防
疫
員
の
検
査
等
を
受
け
る
こ
と
を
命
ず
る
件

一

○
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
消
毒
方
法
及
び
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
駆
除
方
法
を
実
施

す
る
こ
と
を
命
ず
る
件

一

告

示

福
島
県
告
示
第
六
百
十
四
号

豚
熱
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
福
島
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
福
島

県
規
則
第
四
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
移
動
等
（
移
動
、
移
出
及
び
移
入
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
禁
止
す
る
家
畜
等
（
家
畜
若
し
く
は
そ
の
死
体
又
は
当
該
家
畜
に
か
か
る
家
畜
伝
染
病
の
病

原
体
を
ひ
ろ
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
及
び
県
内
の
区
域
を
次
の
と

お
り
指
定
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

移
動
等
を
禁
止
す
る
家
畜
等
の
種
類

豚
及
び
い
の
し
し

二

移
動
等
を
禁
止
す
る
県
内
の
区
域

１

移
動
を
禁
止
す
る
区
域

次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
十
五
号

豚
熱
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
福
島
県
家
畜
伝
染
病
ま
ん
延
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
福
島

県
規
則
第
四
十
七
号
）
第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
集
合
施
設
の
開
催
、
と

畜
場
及
び
化
製
場
の
事
業
並
び
に
放
牧
を
制
限
す
る
家
畜
の
種
類
及
び
県
内
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指

定
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
す
る
家
畜
の
種
類

豚
及
び
い
の
し
し

二

指
定
す
る
県
内
の
区
域

次
の
図
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。
）

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
十
六
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家

畜
の
所
有
者
は
家
畜
に
つ
い
て
家
畜
防
疫
員
の
注
射
を
受
け
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

三

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
及
び
範
囲

家
畜
防
疫
員
が
必
要
と
認
め
た
豚
及
び
い
の
し
し

四

実
施
の
期
日

令
和
二
年
九
月
十
三
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
所
轄
家
畜
保
健
衛
生

所
長
の
指
示
す
る
日

五

実
施
の
方
法

皮
下
又
は
筋
肉
内
注
射
法

（
畜

産

課
）

福
島
県
告
示
第
六
百
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
の

所
有
者
に
対
し
、
消
毒
方
法
等
を
実
施
す
る
こ
と
を
次
の
と
お
り
命
ず
る
。

令
和
二
年
九
月
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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一

実
施
の
目
的

豚
熱
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域

三

実
施
の
期
日

令
和
二
年
九
月
十
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
十
日
ま
で

四

実
施
の
方
法

次
に
掲
げ
る
方
法
。
た
だ
し
、
同
等
の
効
果
が
認
め
ら
れ
る
方
法
へ
の
代
替
も
可
と
す
る
。

１

消
毒
方
法

消
石
灰
の
農
場
内
（
施
設
周
囲
及
び
農
場
敷
地
内
）
散
布

２

ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
駆
除
方
法

農
場
内
で
の
殺
鼠
剤
及
び
殺
虫
剤
の
散
布
等

（
畜

産

課
）
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